
あすわ相談支援事業所リアン（地域相談支援事業）運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人 足羽福祉会（以下「事業者」という。）が開設する

あすわ相談支援事業所リアン（以下「事業所」という。）が行う障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）に基づく指定一般相談

支援事業（以下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に

関することを定め、事業所の従事者が、地域相談支援を利用する地域相談支援給付決定

を受けた障害者（以下「利用者」という。）に対し、適正な指定地域相談支援を提供す

ることを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 この事業所が実施する事業は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機関との緊

密な連携を図りつつ、地域相談支援を当該利用者の意向、適性、障害のその他の事情に

応じ、適切かつ効果的に行う。 

２ 事業の実施にあたっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るよう、利用者の意思決定の支援に配慮することとする。 

３ 事業の実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場

に立って行う。 

４ 事業の実施にあたっては、自らその提供する指定地域相談支援の評価を行い、常にそ

の改善を図る。 

５ 事業の実施にあたっては、前３項の他、関係法令等を遵守する。 

６ 地域生活支援拠点として障害のある方を地域全体で支えるサービス提供体制を担う。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名 称 あすわ相談支援事業所 リアン 

（２）所在地 福井県福井市米松2丁目6番28号 

 

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者 １名（常勤・兼務） 

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所

の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 

（２）相談支援専門員 1名以上 



  相談支援専門員は、基本相談支援に関する業務及び地域移行支援計画の作成その他

指定地域移行支援に関する業務を行う。 

（３）その他指定地域移行支援の職務を行う者 1名以上 

   その他指定地域移行支援の職務を行う者は、その他事業実施に必要な業務を行う。 

 

（営業日及び営業時間等） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。 

（１）営 業 日 月曜日から金曜日まで（祝日は、営業しない。） 

（２）営 業 時 間 8時30分から17時30分まで 

（３）年間の休日 国民の祝日、土、日、12 月 29 日から 1 月 3 日まで 

上記営業日、営業時間のほか、電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とす

る。  

 

（主たる対象とする障害の種類） 

第６条 事業所は、対象者を以下のとおりとする。 

身体障害者 

知的障害者 

精神障害者 

難病等対象者 

 

（指定地域移行支援の提供方法及び内容） 

第７条 この事業所が提供する指定地域移行支援の内容は、次のとおりとする。 

（１）指定一般相談支援事業所の管理者は、指定地域移行支援の職務に従事する者に基

本相談支援に関する業務、次項第１号に規定する地域移行支援計画の作成その他指

定地域移行支援に関する業務を担当させるものとする。 

（２）指定一般相談支援事業所の管理者は、地域移行支援計画に基づき、利用者の心身の

状況に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定地域移行支援の提供が漫然

かつ画一的なものとならないよう配慮するものとする。 

（３）指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行うこ

とを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解しやす

いように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等適切な

手法を通じ行うものとする。 

２ 指定地域移行支援の提供方法及び内容は、第２条に規定する運営の方針及び前項に

規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによるものとする。 

（１）指定地域移行支援の職務に従事する者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、

適切な方法により、利用者について、その心身の状況、その置かれている環境及び日



常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握（以下この

条において｢アセスメント｣という｡）を行い、利用者が自立した日常生活を営むこと

ができるように支援する上での適切な支援内容の検討を行う。 

（２）指定地域移行支援事業者は、アセスメントの実施に当たっては、利用者に面接して

行う。この場合において、指定地域移行支援の職務に従事する者は、面接の趣旨を利

用者に対して十分に説明し、理解を得なければならないものとする。 

（３）指定地域移行支援の職務に従事する者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に

基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の

質を向上させるための課題、地域移行支援の目標及びその達成時期並びに地域移行支

援を提供する上での留意事項等を記載した地域移行支援計画の原案を作成する｡ 

（４）指定地域移行支援の職務に従事する者は、地域移行支援計画の原案の作成にあたっ

ては、当該指定地域移行支援事業所が提供する指定地域移行支援以外の保健医療サー

ビス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて地域移行支援計画の原案に位置付

けるよう努める｡ 

（５）指定地域移行支援の職務に従事する者は、地域移行支援計画の作成に係る会議（障

害者支援施設等又は精神科病院における担当者等を招集して行う会議をいう｡）を開

催し、前号に規定する地域移行支援計画の原案の内容について意見を求める。 

（６）指定地域移行支援の職務に従事する者は、第３号に規定する地域移行支援計画の原

案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得

る｡ 

（７）指定地域移行支援の職務に従事する者は、地域移行支援計画を作成した際には、当

該地域移行支援計画を利用者に交付する｡ 

（８）指定地域移行支援の職務に従事する者は、地域移行支援計画の作成後においても、

適宜、地域移行支援計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行

うものとする。 

（９）第２号から第７号までの規定は、前号に規定する地域移行支援計画の変更について

準用する｡ 

（10）指定地域移行支援の提供に当たっては、利用者に面接し、利用者の心身の状況、そ

の置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者の住居の確保その他の地域におけ

る生活に移行するための活動に関する相談に適切に応じるとともに、必要な助言その

他の援助を行うものとする｡ 

（11）指定地域移行支援事業者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ

て、利用者の住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する障

害者支援施設等又は精神科病院からの外出に際し、当該利用者に対して、同行による

必要な支援を行うものとする｡ 

（12）利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、地域における生活に移行



するための障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援

に限る｡）の体験的な利用を行うものとする｡  

（13）前号に規定する障害福祉サービス事業の体験的な利用については、指定障害福祉サ

ービス事業者等へ委託する。 

（14）利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、当該利用者との常時の連

絡体制を確保しつつ、地域における生活に移行するための単身での生活に向けた体験

的な宿泊を行うものとする｡ 

（15）前号に規定する単身での生活に向けた体験的な宿泊については、指定障害福祉サー

ビス事業者等へ委託する。 

（16）指定地域移行支援を提供するに当たっては、市町村、指定障害福祉サービス事業者

等その他退院又は退所後の地域における生活に係る関係機関との連絡調整その他の便

宜の供与を行う。 

（17）利用者他の指定地域移行支援事業者の利用を希望する場合その他利用者からの申出

があった場合には、当該利用者に対し、地域移行支援の実施状況等に関する書類を交

付する｡ 

 

（利用者から受領する費用の額等） 

第８条 事業者は、法定代理受領を行わない指定地域移行支援を提供した際は、利用者か

ら厚生労働大臣が定める費用の額の支払を受けるものとする｡  

２ 事業者は、前項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用を支

払った利用者に対し交付しなければならない。  

 

（通常の事業の実施地域） 

第９条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。 

福井市 

２ 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。 

 

（苦情解決） 

第10条 事業所は、提供した指定地域移行支援又はサービス等利用計画に位置付けた福祉

サービス等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付け

るための窓口を設置する。 

２ 事業所は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 

３ 事業所は、提供した指定地域移行支援に関し、法の定めるところにより、市町村が行

う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若

しくは事業所の設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族か

らの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受



けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

４ 事業所は、提供した指定地域移行支援に関し、法の定めるところにより、福井市長が

行う報告若しくは指定地域移行支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しく

は提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関

して福井市長が行う調査に協力するとともに、福井市長から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

５ 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により

行う調査又はあっせんにできる限り協力する。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第 11条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものと

する。 

（１）虐待防止に関する責任者の選定及び設置 

（２）成年後見制度の利用支援 

（３）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

（４）虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従

業者への周知徹底 

（５）虐待防止委員会の設置 

 

（感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策） 

第 12条 事業者は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、

次の措置を講じるものとする。 

（１）事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等の活用可）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て従業者に周知徹底を図ること。 

（２）事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。 

（３）事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修並びに訓練を定期的に実施する。 

 

（業務継続計画の策定に関する事項） 

第 13条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービス

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じるものとする。 

２ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施するものとする。 



３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第14条 事業所は、従業者の資質向上のため研修（前条に規定する利用者等の人権の擁護、

虐待の防止等の内容を含む。）の機会を次のとおり設け、また、業務体制を整備する。 

（１）採用時研修 採用後３ヶ月以内 

（２）継続研修  年２回以上 

２ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

してはならない。 

３ 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持さ

せるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者

との雇用契約の内容とする。 

４ 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる

場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得る。 

５ 事業所は、職員、設備・備品に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

６ 事業所は、会計に関する記録（指定地域移行支援の提供に係る介護給付費の請求に関

するものに限る）及び利用者に対する指定地域移行支援の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、当該指定地域移行支援の提供を行った日から５年間保存する。 

７ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人足羽福祉会と

事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

(地域生活支援拠点の機能を担う事業所) 

第 15条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針（ 平成１８年厚生労働省告示第３９５号 第一の二の３ 」に規定す

る地域生活支援拠点として次の機能を担う。 

（１）相談 

コーディネーターを配置し、緊急時に支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上

で常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサー

ビスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能。 

（２）地域の体制づくり 

地域の様々なニーズに対応できるサービス体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の

構築等を行う機能。 

（３）体験の機会・場  

地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの

利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。 



 

附 則 

この規程は、平成２５年４月１日から施行する。 

 

平成 29 年 4 月 1 日改正 

平成 30 年 1 月 1 日改正 

平成 31 年 4 月 1 日改正 

令和元年 6 月 1 日改正 

令和 2 年 7 月 11 日改正 

令和 2 年 12 月 1 日改正 

令和 4 年 1 月 21 日改正 

令和 4年 4月 1日全部改正 

令和 6 年 9 月 1 日改正 

 



  

あすわ相談支援事業所リアン（特定相談支援事業・障害児相談支援事業）運営規程 

 

（事業の目的） 

第１条 この規程は、社会福祉法人 足羽福祉会（以下「事業者」という。）が開設する

あすわ相談支援事業所リアン（以下「事業所」という。）が行う障害者の日常生活及び

社会生活を総合的に支援するための法律（以下「法」という。）に基づく指定計画相談

支援事業及び児童福祉法（以下「法」という。）に基づく指定障害児相談支援事業（以

下「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関することを

定め、事業所の従事者が、障害福祉サービスを利用する障害者若しくは障害児又は地域

相談支援を利用する障害者（以下「利用者」という。）並びに障害児の保護者に対し、

適正な指定計画相談支援及び指定障害児相談支援（以下「指定計画相談支援」という。）

を提供することを目的とする。 

 

（運営の方針） 

第２条 この事業所が実施する事業は、利用者又は障害児の保護者（以下「利用者等」と

いう。）の意思及び人格を尊重し、常に当該利用者等の立場に立って行う。 

２ 事業の実施あたっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができる

よう、利用者の意思決定に配慮かることとする。 

３ 事業の実施にあたっては、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができ

るように配慮して行う。 

４ 事業の実施にあたっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、

利用者等の選択に基づき、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以

下「福祉サービス等」という。）が多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供される

よう配慮して行う。 

５ 事業の実施にあたっては、利用者等に提供される福祉サービス等が特定の種類又は特

定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう、公正中立に行う。 

６ 事業の実施にあたっては、市町村、障害福祉サービス事業を行う者等との連携を図り、

地域において必要な社会資源の改善及び開発に努める。 

７ 事業の実施にあたっては、自らその提供する指定計画相談支援の評価を行い、常にそ

の改善を図る。 

８ 事業の実施にあたっては、前８項の他、関係法令等を遵守する。 

９ 地域生活支援拠点として障害のある方を地域全体で支えるサービス提供体制を担う。 

 

（事業所の名称等） 

第３条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。 

（１）名称  社会福祉法人足羽福祉会 あすわ相談支援事業所 リアン 

（２）所在地 福井県福井市米松 2 丁目 6 番 28 号 

 



  

（従業者の職種、員数及び職務内容） 

第４条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。 

（１）管理者 １名（常勤・兼務） 

   管理者は、事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、事業所

の従業者に対し法令等を遵守させるために必要な指揮命令を行う。 

（２）相談支援専門員 1 名以上 

  相談支援専門員は、基本相談支援に関する業務およびサービス等利用計画の作成に

関する業務を行う。 

（３）相談支援員 1 名以上 

   相談支援員は、主任相談支援専門員の指導助言を受けながら、サービス等利用計画

等の原案の作成及びモニタリングの業務を行う。 

（４）事務職員 1 名 

   事務職員は、事業所運営に必要な事務を行う。 

 

（営業日及び営業時間等） 

第５条 事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。 

（１）営業日   月曜日から金曜日までとする。 

（２）営業時間  午前 8 時 30 分～午後５時 30 分までとする。 

（３）年間の休日 国民の祝日、土、日、12 月 29 日から 1 月 3 日まで 

上記営業日、営業時間の他、電話等により２４時間常時連絡が可能な体制とする。  

 

（主たる対象とする障害の種類） 

第６条 事業所は、対象者を以下のとおりとする。 

身体障害者 

知的障害者 

精神障害者 

難病等対象者 

障害児 

 

（指定計画相談支援の提供方法及び内容） 

第７条 この事業所が提供する指定計画相談支援の内容は、次のとおりとする。 

（１）指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所の管理者は、相談支援専門

員に基本相談支援に関する業務、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画（以

下「サービス等利用計画」という）の作成に関する業務を担当させるものとする。 

（２）指定計画相談支援の提供に当たっては、利用者等の立場に立って懇切丁寧に行う

ことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について理解し

やすいように説明を行うとともに、必要に応じ、同じ障害を有する者による支援等

適切な手法を通じ行うものとする。 



  

２ 指定計画相談支援における指定サービス利用支援の提供方法及び内容は、第２条に

規定する基本方針及び前項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによる

ものとする。 

（１）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の希望等を

踏まえて作成するように努める。 

（２）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の自立した

日常生活の支援を効果的に行うため、利用者の心身又は家族の状況等に応じ、継続

的かつ計画的に適切な福祉サービス等の利用が行われるようにする。 

（３）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者の日常生活

全般を支援する観点から、指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援に加えて、

指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援以外の福祉サービス等、当該地域の

住民による自発的な活動によるサービス等の利用も含めてサービス等利用計画上に

位置付けるよう努める。 

（４）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、利用者等による

サービスの選択に資するよう、当該地域における指定障害福祉サービス事業者等

又は指定一般相談支援事業者に関するサービスの内容、利用料等の情報を適正に

利用者又はその家族に対して提供するものとする。 

（５）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成に当たっては、適切な方法により、

利用者について、その心身の状況、置かれている環境及び日常生活全般の状況等の

評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができ

るよう支援する上で解決すべき課題等の把握（以下「アセスメント」という。）を

行う。 

（６）相談支援専門員は、アセスメントに当たっては、利用者が自ら意思を決定するこ

とに困難を抱える場合には、適切に意思決定の支援を行うため、当該利用者の意思

及び選好並びに判断能力等について丁寧に把握する。 

（７）相談支援専門員は、アセスメントの実施に当たっては、利用者の居宅等を訪問し、

利用者及びその家族に面接する。この場合において、相談支援専門員は、面接の趣

旨を利用者及びその家族に対して十分に説明し、理解を得る。 

（８）相談支援専門員は、利用者についてのアセスメントに基づき、当該地域における

指定障害福祉サービス等又は指定地域相談支援が提供される体制を勘案して、当該

アセスメントにより把握された解決すべき課題等に対応するための最も適切な福祉

サービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総

合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標

及びその達成時期、福祉サービス等の種類、内容、量、福祉サービスを提供する上

での留意事項、厚生労働省令で定める期間に係る提案等を記載したサービス等利用

計画案を作成する。 

（９）相談支援専門員は、サービス等利用計画案に位置付けた福祉サービス等について、

介護給付費等の対象となるかどうかを区分した上で、当該サービス等利用計画案の



  

内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者等の同意を

得る。 

（10）相談支援専門員は、サービス等利用計画案を作成した際には、当該サービス等利

用計画案を利用者等に交付する。 

（11）相談支援専門員は、支給決定又は地域相談支援給付決定が行われた後に、指定障

害福祉サービス事業者等、指定一般相談支援事業者その他の者との連携調査等を行

うとともに、サービス担当者会議の開催等により、当該サービス等利用計画案の内

容について説明を行うとともに、利用者の生活に対する意向等を改めて確認した上

で、サービス担当者会議に出席する担当者から、専門的な見地からの意見を求める。 

（12）相談支援専門員は、前号の担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等

利用計画案の内容について、利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者

等の同意を得る。 

（13）相談支援専門員は、サービス等利用計画を作成した際には、当該サービス等利用計

画を利用者等及び第 10号のサービス担当者会議に出席した担当者に交付する。 

３ 指定計画相談支援における指定継続サービス利用援助の提供方法及び内容は、第 2 条

に規定する基本方針及び第１項に規定する方針に基づき、次の各号に掲げるところによ

るものとする。 

（１）相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成後、サービス等利用計画の実施状

況の把握（利用者についての継続的な評価を含む。（以下「モニタリング」とい

う。））を行い、必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業

を行う者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は

地域相談支援給付決定が必要であると認められる場合には、利用者等に対し、支給

決定又は地域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行う。 

（２）相談支援専門員は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族、福祉サー

ビス等の事業を行う者等との連絡を継続的に行うこととし、厚生労働省で定める期

間ごとに居宅等を訪問し、利用者等に面接するほか、その結果を記録する。 

（３）前項第１号から第 8 号まで及び第 11号から第 13号までの規定は、サービス等利用

計画の変更について準用する。 

（４）相談支援専門員は、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供された場合

においても、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となったと認め

る場合又は利用者が指定障害者支援施設等への入院又は入所を希望する場合には、

指定障害者支援施設等への紹介その他の便宜の提供を行う。 

（５）相談支援専門員は、指定障害者支援施設、精神科病院等から退院又は退所しよう

とする利用者又はその家族から依頼があった場合には、居宅等における生活へ円滑

に移行できるよう、あらかじめ、必要な情報の提供及び助言を行う等の援助を行う。 

 

（計画相談支援対象障害者等から受領する費用の額等） 

第８条 事業者は、法定代理受領を行わない指定計画相談支援を提供した際は、計画相談



  

支援対象障害者等から厚生労働大臣が定める費用の額の支払を受けるものとする。  

２ 事業所は、前 1 項の費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証の当該費用を

支払った計画相談支援対象障害者等に対し交付しなければならない。  

 

（通常の事業の実施地域） 

第９条 通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。 

福井市 

２ 通常の実施地域以外の利用希望者に対し実施する場合もある。 

 

（苦情解決） 

第 10条 事業所は、提供した指定計画相談支援又はサービス等利用計画に位置付けた福祉

サービス等に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受付け

るための窓口を設置する。 

２ 前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録する。 

３ 事業所は、提供した指定計画相談支援に関し、法の定めるところにより、市町村が行

う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若

しくは事業所の設備、帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族か

らの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受

けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

４ 事業所は、提供した指定計画相談支援に関し、法の定めるところにより、福井市長が

行う報告若しくは指定計画相談支援の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しく

は提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関

して福井市長が行う調査に協力するとともに、福井市長から指導又は助言を受けた場合

は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。 

５ 事業所は、社会福祉法第 83 条に規定する運営適正化委員会が同法第 85 条の規定によ

り行う調査又はあっせんにできる限り協力する。 

 

（虐待の防止のための措置に関する事項） 

第 11条 事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものと

する。 

（１）虐待防止に関する責任者の選定及び設置 

（２）成年後見制度の利用支援 

（３）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

（４）虐待の防止のための対策を検討する委員会の定期的な開催及びその結果について従

業者への周知徹底 

（５）虐待防止委員会の設置 

 

（感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策） 



  

第 12条 事業者は、事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、

次の措置を講じるものとする。 

（１）事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する

委員会（テレビ電話装置等の活用可）を定期的に開催するとともに、その結果につい

て従業者に周知徹底を図ること。 

（２）事業所における感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する

こと。 

（３）事業所において、従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のため

の研修並びに訓練を定期的に実施する。 

 

（業務継続計画の策定に関する事項） 

第 13条 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対して必要なサービス

の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計

画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を

講じるものとする。 

２ 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び

訓練を定期的に実施するものとする。 

３ 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更

を行うものとする。 

 

（その他運営に関する重要事項） 

第14条 事業所は、従業者の資質向上のため研修（前条に規定する利用者等の人権の擁護、

虐待の防止等の内容を含む。）の機会を次のとおり設け、また、業務体制を整備する。 

（１）採用時研修 採用後 3 月以内 

（２）継続研修  年 1 回 

２ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏ら

してはならない。 

３ 事業者は、従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持さ

せるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者

との雇用契約の内容とする。 

４ 事業所は、サービス担当者会議等において、利用者又はその家族の個人情報を用いる

場合は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得る。 

５ 事業所は、職員、設備・備品に関する諸記録を整備しておかなければならない。 

６ 事業所は、会計に関する記録（指定計画相談支援の提供に係る介護給付費の請求に関

するものに限る）及び利用者に対する指定計画相談支援の提供に関する次に掲げる記録

を整備し、当該指定計画相談支援の提供を行った日から５年間保存する。 

（１）福祉サービス等の事業を行う者等との連絡調整に関する記録 

（２）個々の利用者ごとに次に掲げる事項を記載した相談支援台帳 



  

イ サービス等利用計画案及びサービス等利用計画 

ロ アセスメントの記録 

ハ サービス担当者会議等の記録 

ニ モニタリングの結果の記録 

（３）市町村への通知に係る記録 

（４）苦情の内容等の記録 

（５）事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 

７ この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人 足羽福祉会

と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。 

 

 (地域生活支援拠点の機能を担う事業所) 

第 15条 事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するた

めの基本的な指針（ 平成１８年厚生労働省告示第３９５号 第一の二の３ 」に規定す

る地域生活支援拠点として次の機能を担う。 

（１）相談 

コーディネーターを配置し、緊急時に支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上

で常時の連絡体制を確保し、障がいの特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサー

ビスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能。 

（２）地域の体制づくり 

地域の様々なニーズに対応できるサービス体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の

構築等を行う機能。 

 

附 則 

 この規程は、平成 24年 4月１日から施行する。  

  平成 25 年 4 月 1 日改正 

 平成 27 年 8 月 1 日改正 

  平成 29 年 4 月 1 日改正 

  平成 29 年 10 月 1 日改正 

  平成 31 年 4 月 1 日改正 

  令和 2 年 4 月 1 日改正 

  令和 2 年 7 月 11 日改正 

   令和 2 年 12 月 1 日改正 

  令和 4 年 1 月 21 日改正 

  令和 4年 4月 1日全部改正 

 令和 6 年 4 月 1 日改正 

  令和 6 年 9 月 1 日改正 
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あすわ相談支援事業所 リアン  重要事項説明書 

 

本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方

に対して、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 76 条及び「障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域

相談支援の事業の人員及び運営に関する基準（平成 24 年 3 月 13 日厚生

労働省令第 27 号）」第 5 条の規定に基づき、当事業所の概要や提供され

るサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するものです。 

 

当事業所では、利用者に対して「地域移行支援」「地域定着支援」を提供します。

当サービスの利用は、原則として地域相談支援給付費の支給決定を受けた方が対

象となります。 
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社会福祉法人  足羽福祉会 

 

あすわ相談支援事業所 リアン 
 

当事業所は福井市の指定を受けています。 
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１.サービスを提供する事業者 

名  称 社会福祉法人 足羽福祉会  

所 在 地 福井県福井市栂野町２０字７番地 

電 話 番 号 ０７７６－４１－３１０８ 

代表者氏名 理事長  髙 村 昌 裕 

設 立 年 月 昭和４３年５月１５日 

  

２.利用事業所の概要 

事業所の種類 指定地域移行支援及び指定地域定着支援 

事業所の名称  あすわ相談支援事業所リアン 

事業所の所在地 福井県福井市米松 2 丁目 6 番 28 号 

連絡先  

 

 電話番号  0776－88－0001 

 Ｆ Ａ Ｘ  0776－63－6621 

管 理 者 渡辺 順子 

サービスの実施地域 福井市全域 

主たる対象者 

・知的障害者・身体障害者・精神障害者・難病等対象者（18 歳未

満の者を除く） 

・障害児（18 歳未満の障害者） 

開設年月日 平成 25 年 4 月 1 日 

事業所番号 福井県 1830100960 号 

 

３.サービスの目的・運営方針 

目 的 

1.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該

利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害

児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者

から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

運営方針 

2．事業所は、利用者等の意思及び人格を尊重し、常に利用者等の立場に

立った指定地域相談支援事業を行うものとする。 

3．事業所は、自らその提供する指定地域相談支援の質の評価を行い、常

にその改善を図るものとする。 

4．前三項のほか、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 

 

 

４.サービスに係る事業所・設備等の概要 

＜主な設備＞ 

 部屋数 備  考 

事務所・ 

スタッフルーム 
1 室 

机、椅子、パソコン、書棚、通信機器他 

更衣室 ２室 ロッカー 
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洗面設備 1 ヶ所 手洗い場 

便 所 3 ヶ所 バリアフリー対応 1 ヶ所 

相談室 １室 机、椅子 

スプリンクラー設備 有  

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、以上の施設・設備を設置し

ています。 

 

５.サービス提供職員の設置状況 

職 種 員数 
常 勤 非常勤 常勤 

換算 
職務内容 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 1  １   0.5 

従業者の管理、指定計画相談支援及び指定障害児相談支

援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行います。また、従業者に関係法

令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行いま

す。 

相談支援専門員 
4 

以上 
 

4 

以上 
  

4 

以上 

【基本相談支援】 

障害者等からの相談に応じ、情報の提供等を行い、市町

村や障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行いま

す。 

【指定地域移行支援】 

 障害者支援施設等へ入所又は精神科病院へ入院して

いる障害者に対し、住居の確保その他の地域における生

活に移行するための活動に関する相談その他の支援を

行います。 

【指定地域定着支援】 

居宅において単身で生活する障害者等に対し、常時の連

絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事

態等に相談、障害福祉サービス事業所等との連絡調整な

どの支援を行います。 

相談支援員 1  1   1 
上記の事業実施以外の事業実施に必要な業務を行いま

す。 

保有資格 

社会福祉士 

精神保健福祉従事者研修 

強度行動障害支援者養成研修 

医療的ケア児童コーティネーター養成研修 

主任相談支援専門員等 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、指定障害福祉サービスを提

供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

 

(ア) 各職種の勤務体系 

職 種 勤務体系 

管理者 正規の勤務時間帯（8：00～17：00） 

相談支援専門員・相談支援員 正規の勤務時間帯（8：30～17：30） 

(イ) 営業日と営業時間 

 営業日：月曜日～金曜日月～金（※原則的に祝日、土日、年末年始、お盆を除

く） 

 受付時間：月～金 8 時 30 分～17 時 30 分（※営業日外・提供時間外にも電話

などにより 24 時間常時連絡が可能な体制をとっています。） 
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 ｻｰﾋﾞｽ提供時間帯：月～金 8 時 30 分～17 時 15 分 

（※時間外の緊急時対応もいたします。） 

 

 

６.サービス提供の内容 

（1）指定地域移行支援 

地域移行支援

計画の作成 

利用者の意向、適性、障害の特性等を踏まえ、地域移行支援計

画を作成します。 

計画の作成後においても、適宜、地域移行支援計画の見直しを

行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行います。 

地域生活に移

行するための

活動に関する

支援 

 利用者との面接により、利用者の心身の状況等を把握し、住

居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に

関する相談に応じます。また、地域移行のための障害福祉サー

ビス事業所等への外出の際に同行し、必要な支援を行います 

 なお、面接又は同行支援は、おおむね週に１回、少なくとも

月に２回行います。 

障害福祉サー

ビスの体験的

な利用支援 

利用者の状況等に応じ、地域生活へ移行するために必要な障害

福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継

続支援）の体験的な利用を支援します。 

体験的な宿泊

支援 

障害福祉サービス事業者や障害者支援施設等又は精神科病院

の担当者との連絡調整を行い、利用者の相談に応じながら、一

人暮らしに向けた体験的な宿泊の支援を行います。 

※指定地域移行支援の実施にあたっては、市町村や指定障害福祉サービス事業者等

との連絡調整を行います。また、住居の確保や行政機関の手続き等について、利用

者又はその家族が行うことが困難な場合は、利用者の同意を得て代行します。 

 

【地域移行支援計画作成の手順】 

１ 

アセスメント

及び支援内容

の検討 

利用者が入所・入院する障害者入所施設等又は精神科病院を訪問し、

利用者に面接を行い、利用者の心身の状況、その置かれている環境及

び日常生活全般の状況、利用者の希望、課題等を把握します。そして、

利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことが

できるように支援する上での適切な支援内容の検討を行います。 

２ 

地域移行支援

計画の原案の

作成 

アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家

族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の質を向上さ

せるための課題、地域移行支援の目標及び達成時期並びに地域移行

支援を提供する上での留意事項等を記載した地域移行支援計画の原

案を作成します。 

３ 
計画作成会議

の開催 

障害者支援施設等又は精神科病院の担当者等を招集し、計画作成会

議を開催し、地域移行支援計画の原案の内容について意見を求めま

す。 
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４ 
利用者等への

説明・交付 

地域移行支援計画の内容について、利用者又は家族に対して説明し、

文書により同意を得た上で、地域移行支援計画を利用者に交付しま

す。 

 

 (2)指定地域定着支援 

地域定着支援 

台帳の作成 

利用者との面接により、その心身の状況、置かれている環境等

を把握し、利用者の緊急時において必要となる家族、サービス

事業者、医療機関等の連絡先その他利用者に関する情報を記載

した地域定着支援台帳を作成します。 

台帳作成後においても、適宜、地域定着支援台帳の見直しを行

い、必要に応じて地域定着支援台帳の変更を行います。 

常時の連絡体制

の確保 

利用者の心身の状況及び障害の特性等に応じ、適切な方法によ

り、利用者又はその家族と常時の連絡体制を確保します。また、

利用者の居宅への訪問等を行い、利用者の状況を把握します。 

緊急の事態に 

おける支援 

緊急に支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに利用者の

居宅への訪問等により状況を把握し、その状況に応じて、利用

者の家族、利用者の利用する指定障害福祉サービス、医療機関

その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その

他の必要な措置を適切に講じます。 

※常時の連絡体制の確保及び緊急の事態における支援を行うため、以下の体制をと

ります。 

曜日・時間等 連絡先 対応方法 

月～金（祝日除く） 

8 時 30 分～ 

17 時 15 分 

0776-88-0001 

相談支援専門員が対応します。相談支援専門員

が不在の場合は連絡を受けた者が相談支援専門

員に連絡をして、対応します。 

上記以外 0776-88-0001 
相談支援専門員が対応します。相談支援専門員

が不在の場合は連絡を受けた者が対応します。 

 

（3）サービスの利用に関する留意事項 

①サービス提供を行う相談支援専門員 

サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が

交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対して

サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。 

利用者から特定の相談支援専門員を指名することはできませんが、相談支援専門員

ついてお気づきの点やご要望がありましたら、ご利用相談窓口等にご遠慮なく相談

ください。 

 

７.利用料金 

（1）相談支援利用料 
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 厚生労働大臣が定める基準額を支給決定市町村より代理受領します。なお、代理 

受領した利用料の額については、利用者に交付します。 

詳しくは（別紙）指定地域移行支援事業・指定地域定着支援事業における利用料

金をご参照ください。 

※障害福祉サービス等報酬改定による報酬・基準の見直しがあった場合及び事業

所基準等の変更による給付費の変更があった場合は、（別紙）指定地域移行支援事

業・指定地域定着支援事業における利用料金を改訂しますが、障害福祉サービス

等報酬改定による報酬・基準の見直し後、事業所基準等の変更による給付費変更

後の利用料金の内容については、代理受領の通知をご確認ください。 

 

８.利用者の記録及び情報の管理等 

（１）事業者は法令に基づいて、利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の

求めに応じてその内容を開示します。保存期間は、サービスを提供した日か

ら５年間です。 

（開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。） 

※閲覧、複写ができる窓口業務時間は午前 8 時 30 分～午後５時 15 分です。 

但し、事前に連絡をお願いいたします。 

 

９.虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、障害者虐待の防止、 

障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年 6 月 24/月法律第 79 

号）及び「障害者（児）施設における虐待の防止について」（平成 17 年 10 月 

20 日障発第 1020001 号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知）に準じ 

た取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 

② 成

年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

⑤ 虐待防止委員会の設置 

 

10.秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及び

その家族に

関する秘密

の保持につ

いて 

 

事業者は、利用者及び家族等の個人情報について「個人情報の保護

に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉関係事業者におけ

る個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切

な取り扱いに努めるものとします。 

○ 事業者及び事業者の使用する者（以下「職員」という。）は、サ

ービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正

当な理由なく、第三者に漏らしません。 

○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了し

た後においても継続します。（契約終了後 5 年間保管） 

○ 事業者は、職員に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

虐待防止に関する責任者 管理者：渡辺 順子 



7 

保持させるため、職員である期間及び職員でなくなった後にお

いても、その秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内

容とします。 

②個人情報の

保護につい

て 

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サ

ービス担当者会議等で使用する等、他の障害福祉サービス事業

者等に、利用者等の個人情報を提供しません。また利用者の家

族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文

書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他

の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しま

せん。 

○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記

録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善

良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者へ

の漏洩を防止するものとします。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその

内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加また

は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の

達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 

 

11.緊急時の対応 

 （1）医療 

 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。 

※当事業所サービス利用期間中に、医療機関で治療を受けた場合には、当該医療機

関に支払うべき医療費自己負担額については利用者の負担となります。 

 

１2.要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

当事業所 

ご利用相談窓口 

＜窓口担当者＞ 

・苦情受付 敦賀 弘道 

・ご利用時間  ８：30～１７：15 

・電話番号   ０７７６－88－0001 

・Ｆ Ａ Ｘ   ０７７６－63－6621 

担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出ください。 

＜苦情解決・虐待防止責任者＞ 

・管理者 渡辺 順子 

第三者委員 
豊島 雅惠 

永井 裕子 

福井市役所 

障がい福祉課 

・所 在 地：福井県福井市大手３丁目１０－１ 

・電話番号：０７７６－２０－５４３５ 
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福井県 

 社会福祉議会 

運営適正化委員会 

・所 在 地：福井県福井市光陽２丁目３番２２号 

・電話番号：０７７６－２４－２３４７ 

・Ｆ Ａ Ｘ：０７７６－２４－８９４１ 

 

 

１3.非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める災害時事業継続計画により対応いたします。 

平時の訓練 年 2 回、避難・防災訓練を実施します。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・非常通報装置   有  ・消 火 器    有 

（その他、携帯ラジオ・懐中電灯等） 

消防計画 
防火管理者 ： 五島 健一 

※消防計画については、建物所有者と共同で作成します。 

事故発生時の対応 

利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合

は、福井市、利用者の家族、関係機関等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対するサービス提供により、賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

保険加入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名：あいおい損保保険 

加入保険内容：賠償責任保険 

 

１4.当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

当事業所において、事業所設備その他をご利用いただくにあたって 

以下の点にご注意下さい。   

  ①利用者が事業所設備について故意的又は、重大な過失により滅失、破損、汚     

   損もしくは、変更した場合には自己の費用により原状に復していただきます。 

②他の利用者又は、障害福祉サービス従事者に対し迷惑を及ぼす様な暴力・ 

ケンカ、宗教活動、政治活動、営利活動を禁止します。 

  ③障害福祉サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要が有ると認められる 

場合は、事業者及び従事者が利用者の居室に立ち入り、必要な措置をとる事 

を認めるものとします。但し、その場合、利用者のプライバシー等の保護に 

ついて十分な配慮をするものとします。 
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（別紙）指定地域移行支援事業・指定地域定着支援事業における利用料金 

基本サービス単位数表（福井市の１単位の単価は 10.18） 

地域相談支援給付費 単位数 利用料 利用者負担額 

地域移行支援

サービス費 

（1）地域移行支援サービス費（Ⅰ） 3.504/月 35.670 円/月 0 円 

（2）地域移行支援サービス費（Ⅱ） 3.062/月 31.171 円/月 0 円 

（3）地域移行支援サービス費（Ⅲ） 2.349/月 23.912 円/月 0 円 

地域定着支援

サービス費 

（1）体験確保費 306/月 3.115 円/月 0 円 

（2）緊急時支援費（Ⅰ） 712/月 7.248 円/月 0 円 

（3）緊急支援費（Ⅱ） 95/月 967 円/月 0 円 

 

加算単位数表（福井市の１単位の単価は 10.18） 

加算 単位数 利用料 利用者負担額 

ピアサポート体制

加算 

県又は指定都市が実施する障害者ピアサポ

ート研修の基礎研修及び専門研修を修了し、 

（ア）障害者または障害者であったと市町村

が認める者であって、相談支援専門員又はそ

の他指定計画（障害児）相談支援に従事する

者。 

（イ）管理者、相談支援専門員又はその他指

定計画（障害児）相談支援に従事する者をそ

れぞれ常勤換算で 0.5 以上配置している事

業所であって、障害者に対する配慮等に関す

る研修が年 1 回以上行われている場合。 

100/月 1.018 円 0 円 

初回加算 

 

 

指定地域移行支援を行った場合（指定地域移

行支援の利用を開始した月に限る。 

500/月 

 

5.090 円/月 

 

0 円 

 

集中支援加算 

利用者と対面による支援を 1 月に 6 日以上

実施した場合。（ただし、退院・退所月加算が

算定される月はかさんしない。） 500/月 5.090 円/月 0 円 

退院・退所月加算 

退院、退所等をする日が属する月の場合。 

（精神科病院に入院後 3 か月以上 1 年未満

の期間内に退院した者である場合はさらに

500 単位/月を加算） 

2.700/月 27.486 円 0 円 

障害福祉サービス

の体験利用加算 

障害福祉サービス事業の体験的な利用支援

を行った場合に、15 日以内に限り算定 

①初日から 5 日目まで  

 

②6 日目から 15 日目まで 

①500/日 

②250/日 

①5.090 円 

②2.545 円 
0 円 

体験宿泊加算 

体験宿泊加算（Ⅰ） 

一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行

った場合 

体験宿泊加算（Ⅱ） 

夜間及び深夜の時間帯を通して必要な見守

り支援を行い、一人暮らしに向けた体験的な

宿泊支援を行った場合 

に（Ⅰ）（Ⅱ）を合計して 15 日以内に限り算

定 

 

（Ⅰ）300/日 

（Ⅱ）700/日 

 

（Ⅰ）3.054 円 

（Ⅱ）7.126 円 
0 円 

居住支援連携体制

加算 

居住支援法人や居住支援協議会と連携し、住

宅の確保及び居住支援に係る必要な情報共

有を行った場合。 35/月 356 円 0 円 
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地域居住支援体制

強化推進加算 

共重支援法人と共同して、利用者に対して在

宅での療養上必要な説明及び指導を行った

上で、自立支援協議会や精神障害者にも対応

した地域包括ケアシステムの構築に係る協

議の場に対して、居住支援に係る課題を報告

した場合。 

500/月 5.090 円 0 円 

日常生活支援情報

提供加算 

精神科病院等に通院する利用者について、利

用者の同意を得て、日常生活を維持する上で

必要な情報提供を行った場合。 

100/回 

（月 1 回を限度） 
1.018 円 0 円 
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（事業所） 

  当事業所は、          様に対するサービス提供にあたり、 

上記のとおり重要事項について、 

あすわ相談支援事業所リアン従事者        が説明いたしました。 

 

 
                 所在地 福井県福井市米松2丁目6番28号   

 

                 名 称  あすわ相談支援事業所 リアン                

 

                 管理者  渡辺 順子            ○印   

 

 

説明者（従事者）         事業所  あすわ相談支援事業所 リアン                

 

氏  名                ○印   

 

 

（利用者） 

私は、本書面に基づいて、 従事者           から 

上記、重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

 令和  年  月  日 

 

           住 所                          

 

 

           氏 名                           ○印   

 

（説明同席者） 

 私は、利用者本人            と同席し、 

上記、重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 
           住 所                          

 

 

           氏 名                            ○印   
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指定地域相談支援 

あすわ相談支援事業所 リアン 利用契約書 

 

         様（以下「利用者」という。）と指定地域相談支援事業所リ

アン（以下「事業者」という。）は、利用者が事業者から提供される指定地域相

談支援サービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとお

り契約（以下「本契約」という。）を締結します。 

 

（契約の目的） 

第１条 本契約は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活

又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障害者

の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相

談支援サービスを適切に提供する事を定めます。 

 

(利用するサービス) 

第２条 事業者は、次の指定地域相談支援サービスを利用者に提供し、利用者は

そのサービスを利用します。 

 □地域移行支援サービス □地域定着支援サービス(☑が利用するサービス) 

 

（契約期間） 

第３条 本契約の契約期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日とします。 

２ 契約満了の 7日前までに保護者から事業者に対して、文章により契約終了

の申し出がない場合、かつ利用者の計画相談支援給付費又は障害児相談支援

給付費の支給期間終了後に改めて支給決定された場合、契約は更新されるも

のとします。（満了日は設けず） 

 

（地域移行支援サービス） 

第４条 事業者は、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動

に関する相談その他の必要な支援（「地域移行支援サービス」という。）を提

供します。 

２ 事業者は、利用者の意向、適正、障害の特性その他の事情を踏まえた地域

移行支援計画を作成します。 

３ 事業者は従事者に地域移行支援計画の作成とその他指定地域移行支援に

関する業務を担当させるものとします。 

４ 従事者は、地域移行支援計画の作成にあたっては、適切な方法により、

利用者についてその心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般

の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握を行い、利
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用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよ

うに支援する上での適切な支援内容を検討します。 

５ 従事者は、地域移行支援計画の作成に当たっては、利用者又はその家族

に対して説明し、文書により利用者の同意を得るとともに、当該地域移行

支援計画を利用者に交付します。 

６ 従事者は、地域移行支援計画の作成後においても、適宜、地域移行支援

計画の見直しを行い、必要に応じて地域移行支援計画の変更を行います。 

７ 従事者は、利用者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行す

るための活動に関する相談、外出の際の同行、障害福祉サービス(生活介護、

自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援に限る。)の体験的な利用支援、

体験的な宿泊支援その他の必要な支援を提供します。 

８ 従事者は、前項の支援に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれて

いる環境及び日常生活全般の状況等の的確な把握に努めます。 

 

（地域定着支援サービス） 

第５条 事業者は、利用者との常時の連絡体制を確保し、当該利用者に対し、障

害の特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に支援が必要な事態が

生じた場合に、相談その他の必要な支援(「地域定着支援サービス」という。)

を提供します。 

２ 事業者は、従事者に事項に規定する地域定着支援台帳の作成その他指定地

域定着支援に関する業務を担当させるものとします。 

３ 従事者は、利用者の心身の状況、その置かれている環境、緊急時において

必要となる当該利用者の家族等及び当該利用者が利用する指定障害福祉サ

ービス事業者等、医療機関その他の関係機関の連絡の連絡先その他の利用者

に関する情報を記載した指定地域定着支援に係る地域定着支援台帳を作成

します。 

４ 従業者は、地域定着支援台帳の作成後においても、適宜、地域定着支援台

帳の見直しを行い、必要時応じて地域定着支援台帳の変更を行います。 

５ 事業者は、利用者の心身の状況及び障害の特性に応じ、適切な方法により、

当該利用者又はその家族との常時の連絡体制を確保します。 

６ 事業者は、適宜利用者の居宅等への訪問等を行い、利用者の状況を把握し

ます。 

７ 事業者は、利用者の障害特性に起因して生じた緊急の事態その他の緊急に

支援が必要な事態が生じた場合には、速やかに当該利用者の居宅への訪問等

による状況把握を行います。 

８ 事業者は、前項の状況把握を踏まえ、当該利用者が置かれている状況に応

じて、当該利用者の家族、当該利用者が利用する指定障害福祉サービス事業
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者等、医療機関その他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援そ

の他の関係機関との連絡調整、一時的な滞在による支援その他の必要な措置

を適切に講じます。 

   

（利用者負担額及び実費負担額） 

第６条 事業者は、法定代理受領を行わない指定地域相談支援を提供した際は、

利用者から当該指定地域相談支援につき、厚生労働大臣が定める基準によ

り算定した費用の額（その額が現に当該指定雄地域相談支援に要した費用

の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額）の支

払を受けるものとします。 

２ 前項のほか、利用者は、通常の事業の実施地域以外の地域の利用者を訪問

して指定地域相談支援を提供する場合には、交通費実費相当額を事業者に

支払うものとします。 

３ 前項の実費負担額は、1ヶ月ごとに計算し、利用者はこれを 20日までに

支払うものとします。 

 

（事業者の基本的義務） 

第７条  利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生

活を営むことができるよう、必要な指定地域相談支援サービスを適切に行い

ます。 

２ 事業者は、必要な支援が、保健、医療、福祉、就労支援、教育等の関係機

関との密接な連携の下で、利用者の意向、適性、障害の特性その他の状況及

びその置かれている環境に応じて、適切かつ効果的に行われるよう努めます。 

３ 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、指

定地域相談支援等を提供します。 

 

（事業者の具体的義務） 

第８条 （安全配慮義務） 事業者は、指定地域相談支援等の提供にあたって、

利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 

２（説明義務） 事業者は、本契約に基づく内容について、利用者等の質問等

に対して適切に説明します。 

３（守秘義務） 事業者及び従事者は、本契約による指定地域相談支援等を提

供するにあたって知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理由があ

る場合を除き第三者に開示することはありません。 

４（記録保存整備義務）事業者は、指定地域相談支援等の提供に関する記録を

整備し、提供日から 5年間保存します。事業者の窓口業務時間（毎週月曜日

～金曜日 8時30分～17時15分）に自分の記録を見ることができますし、
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実費を負担してコピーすることができます。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第９条 本事業所では、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な対

応を図るため、次の措置を講じています。 

(1) 虐待の防止に関する責任者の選定 

(2) 成年後見制度の利用支援 

(3) 苦情解決体制の整備 

(4) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

(５) 虐待防止委員会の設置 

 

（事故と損害賠償） 

第１０条 事業者は、指定地域相談支援等の提供によって事故が生じた場合には、

速やかに都道府県、市町村、利用者等の家族等に連絡して必要な措置を講

じます。 

２ 事業者は、指定地域相談支援等を提供するにあたって、事業者の責任と

認められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者

の損害を賠償します。 

 

（契約の終了事由） 

第１１条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了するも

のとします。 

   (1) 利用者が死亡した場合 

(2)  事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由に

より事業所を閉鎖した場合 

   (3) 事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

(4) 第 12条から第 14条に基づき本契約が解約又は解除された場合 

(5) 第 2 条の契約期間が満了した場合(但し満了前に契約更新の手続きが取

られた場合は除く) 

 

（利用者からの中途解約） 

第１２条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。

この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 1 カ月前までに事業者

に通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由

がある場合には即時に解約することができます。 

 

（利用者からの契約解除） 
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第１３条 利用者は、事業者もしくは従事者が以下の事項に該当する行為を行っ

た場合には、ただちに本契約を解除することができます。 

 (1) 事業者もしくは従事者が正当な理由なく本契約に定める相談支援を実

施しない場合 

    (2) 事業者もしくは従事者が第7条1項から3項に定める義務に違反した

場合 

   (3) 事業者もしくは従事者が故意又は過失により利用者もしくはその家族

等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継

続しがたい重大な事情が認められる場合 

 

（事業者からの契約解除） 

第１４条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除する

ことができます。 

   (1) 利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは従事者の生命・

身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しがたい

重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合 

   (2) 利用者が通常の事業の実施地域外に転居した場合 

 

（苦情解決） 

第１５条 利用者は、本契約に基づく指定地域相談支援等に関して、いつでも重

要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることが

できます。 

２ 利用者は、本契約に基づく指定地域相談支援等に関して、重要事項説明

書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、運営

適正化委員会に苦情を申し立てることもできます。 

 

（協議事項） 

第１６条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事業

者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び

児童福祉法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって

協議するものとします。 

 

（その他） 

第１７条 国の法律が変わった場合には、その法律内容に準じます。 

 

上記の契約を証するため、本書２通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のうえ、

各 1通を保有するものとします。 
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令和  年  月  日 

              

事業者 住 所  福井市栂野町２０－７ 

                 事業 者 名  社会福祉法人 足羽福祉会 

                 代表者氏名  理 事 長  髙 村  昌 裕  

                  

              

利用者 住 所 

                 氏 名               印 

 

             同席者 住 所                

                  氏 名               印 

                 （※利用者本人との続柄：           ） 

 

             ※利用者が 20歳以上でも同席者欄にご記入をお願いしま

す。  
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 個人情報に関する基本方針        

  

 
社会福祉法人 足羽福祉会（以下、「当会」という）は、以下の方針に基づき、個

人情報の保護に努めます。 

  

１ 当会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる

事業において、個人情報を慎重に取り扱います。 

 

２ 当会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。 

 

３ 当会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲

でのみ個人情報を利用します。 

 

４ 当会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情

報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。 

 

５ 当会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止す

るため、適切な措置を講じます。 

 

６ 当会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求

める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応

します。 

 

７ 当会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応し

ます。 

 

８ 当会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個

人情報保護に関する意識啓発に努めます。 

 

９ 当会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを当会役職員に

周知徹底し、確実に実施します。 

 

                       平成 17年 4月 1日 
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個人情報使用同意書 

私（及び私の家族）の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用する

ことに同意いたします。 

記 

１．使用目的 

（１） 事業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関連する法

令に基づき、私に行うサービスを円滑に実施するため、サービス担当者会議又は私が利

用する他の障害福祉サービス事業者等と情報の共有が必要な場合に使用する。 

（２） 上記（1）の外、障害福祉サービス事業者等との連絡調整のために必要な場合 

（３） 私が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行った際に、医師・看護師等に説明する場合 

（４） 私への福祉サービスを提供する上で、他の保健・福祉・教育機関・医療サービス事業者

や相談支援事業者等との連携が必要な場合 

（５） 就職活動等に伴う情報提供や情報の共有が必要な場合 

（６） 福祉サービスの向上を目的としたケース検討・研究等 

（７） 社会福祉実習への協力 

（８） その他、私に係る管理運営業務等 

（９） 社会福祉及び福祉サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

（１０） 外部監査機関への情報提供 

２．個人情報を提供する事業所等 

（１） 利用調整等が必要な障害福祉サービス事業者等 

（２） 保健・福祉・教育・医療サービス事業者・行政機関（委託を含む）や相談支援事業者等 

（３） 職業安定所・障害者職業センター・就労先である企業や就職・実習希望する企業等 

（４） 事業所受け入れの実習生等 

（５） 賠償責任保険等に係る専門の機関や保険会社等 

（６） 民生委員等、上記以外にも個人情報の提供が必要であると判断した事業所等 

３．使用する期間 

当事業所との利用契約期間 

４．使用に当たっての条件 

（１） 個人情報の提供は、上記１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際

には関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

（２） 事業者は、個人情報を使用した会議の内容、参加者等について記録しておくこと。 

令和  年  月  日 

社会福祉法人 足羽福祉会 

理事長 髙村 昌裕 様 

（利用者）住所 

   氏名                印 

（利用者代理人）住所 

続柄 

     氏名                印 

（家族代表者）住所 

続柄 

     氏名                印 
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あすわ相談支援事業所 リアン  重要事項説明書 

本重要事項説明書は、当事業所とサービス利用契約の締結を希望される方

に対して、社会福祉法第 76 条及び第 77 条の規定、厚生労働省令「障害

者自立支援法に基づく指定計画相談の事業の人員及び運営に関する基準」

第 5 条の規定並びに「児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人

員及び運営に関する基準」第 5 条の規定に基づき、当事業所の概要や提供

されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを説明するもので

す。 

 

当事業所では、利用者に対して「計画相談支援」「障害児相談支援」を提供します。 

当サービスの利用は、原則として計画相談支援給付・障害児相談支援給付の支給決 

を受けた方が対象となります。 

 

 

 

◆◆  目 次  ◆◆ 

 

１． サービスを提供する事業者・・・・・・・・・・・・・・２ 

２． 利用事業所の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・２ 

３． サービスの目的・運営方針・・・・・・・・・・・・・・2 

４． サービスに係る事業所・設備等の概要・・・・・・・・・3 

５． サービス提供職員の設置状況・・・・・・・・・・・・３～4 

６． サービス提供の内容・・・・・・・・・・・・・・・・4～5 

７． 利用料金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5 

８． 利用者の記録及び情報管理等・・・・・・・・・・・・5～6 

９． 虐待防止について・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 

10． 秘密の保持と個人情報の保護について・・・・・・・・・6 

11． 緊急時の対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

12． 要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する窓口・・・・・7 

13． 非常災害時の対策・・・・・・・・・・・・・・・・・・7 

14． 当事業所ご利用の際に留意いただく事項・・・・・・・・8 

（別紙） 

計画相談支援事業・障害児相談支援事業における利用料金・・9～11 

 

 

社会福祉法人  足羽福祉会 

 

あすわ相談支援事業所 リアン 
 

当事業所は福井市の指定を受けています。 
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１.サービスを提供する事業者 

名  称 社会福祉法人 足羽福祉会  

所 在 地 福井県福井市栂野町２０字７番地 

電 話 番 号 ０７７６－４１－３１０８ 

代表者氏名 理事長  髙 村 昌 裕 

設 立 年 月 昭和４３年５月１５日 

  

２.利用事業所の概要 

事業所の種類 指定計画相談支援事業所 指定障害児相談支援事業所 

事業所の名称  あすわ相談支援事業所リアン 

事業所の所在地 福井県福井市米松 2 丁目 6 番 28 号 

連絡先  

 

 電話番号  0776－88－0001 

 Ｆ Ａ Ｘ  0776－63－6621 

管 理 者 渡辺 順子 

サービスの実施地域 福井市全域 

主たる対象者 

・知的障害者・身体障害者・精神障害者・難病等対象者（18 歳未

満の者を除く） 

・障害児（18 歳未満の障害者） 

開設年月日 平成 2４年 4 月 1 日 

事業所番号 
指定計画相談支援事業所 1830101521 

指定障害児相談支援事業所 1870101522 

 

３.サービスの目的・運営方針 

目 的 

1.利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該

利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者又は障害

児の保護者の選択に基づき、適切な障害福祉サービス等が、多様な事業者

から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行います。 

運営方針 

2.特定相談支援事業等の運営に当たっては、市町、障害福祉サービス事業

者等との連携を図り、地域において必要な社会資源の改善、開発に努める

ものとする。 

3.特定相談支援事業の実施に当たっては、利用者又は障害児の保護者の意

思及び人格を尊重し、常に当該利用者又は障害児の保護者の立場に立っ

て、計画作成対象障害者等に提供される障害福祉サービス等が特定の種

類又は特定の障害福祉サービス事業者等に不当に偏することのないよ

う、公正中立に行われるように努めるものとする。 

4.前三項のほか、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。 
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４.サービスに係る事業所・設備等の概要 

＜主な設備＞ 

 部屋数 備  考 

事務所・ 

スタッフルーム 
1 室 

机、椅子、パソコン、書棚、通信機器他 

更衣室 ２室 ロッカー 

洗面設備 2 ヶ所 手洗い場 

便 所 3 ヶ所 バリアフリー対応１ヶ所 

相談室・多目的室 １室 机、椅子 

スプリンクラー設備 有  

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、以上の施設・設備を設置し

ています。 

 

５.サービス提供職員の設置状況 

職 種 員数 
常 勤 非常勤 常勤 

換算 
職務内容 

専従 兼務 専従 兼務 

管理者 1  １   0.5 

従業者の管理、指定計画相談支援及び指定障害児相談支

援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握そ

の他の管理を一元的に行います。また、従業者に関係法

令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行いま

す。 

相談支援専門員 
4 

以上 
 

4 

以上 
  

4 

以上 

【基本相談支援】障害者等からの相談に応じ、情報の提

供等を行い、市町村や障害福祉サービス事業者等との連

絡調整を行います。 

【サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成】障

害福祉サービス等の支給決定等の申請に係るサービス

等利用計画又は障害児支援利用計画の原案を作成しま

す。また、支給決定等が行われた後に、関係者との連絡

調整を行い、サービス等利用計画又は障害児支援利用計

画の作成を行います。 

【モニタリング】支給決定等の有効期間内において、利

用者が継続して障害福祉サービス等を適切に利用する

ことができるよう、サービス等利用計画又は障害児支援

利用計画が適切であるかどうかにつき、見直しを行いま

す。また、見直しの結果に基づき、サービス等利用計画

又は障害児支援利用計画を変更するとともに、関係者と

の連絡調整又は新たな支給決定等に係る申請の勧奨を

行います。 

相談支援員 
1 

以上 
 

1 

以上 
  

1 

以上 

【基本相談支援】障害者等からの相談に応じ、情報の提

供等を行い、市町村や障害福祉サービス事業者等との連

絡調整を行います。 

【サービス等利用計画・障害児支援利用計画の原案作

成】主任相談支援専門員の指導助言を受けながらサービ

ス等利用計画・障害児支援利用計画の原案作成を行いま

す。 

【モニタリング】主任相談支援専門員の指導助言を受け

ながらモニタリングの業務を行います。 

保有資格 

社会福祉士 

精神保健福祉従事者研修 

強度行動障害支援者養成研修 

医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

主任相談支援専門員 

当事業所では、厚生労働省の定める指定基準を遵守し、指定障害福祉サービスを提

供する職員として、上記の職種の職員を配置しています。 

 

(ア) 各職種の勤務体系 
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職 種 勤務体系 

管理者 正規の勤務時間帯（8：00～17：00） 

相談支援専門員・相談支援員 正規の勤務時間帯（8：30～17：30） 

 

 

（イ）営業日と営業時間 

 営業日：月曜日～金曜日月～金（※原則的に祝日、土日、年末年始、お盆を除

く） 

 受付時間：月～金 8 時 30 分～17 時 30 分（※営業日外・提供時間外にも電話

などにより 24 時間常時連絡が可能な体制をとっています。） 

 ｻｰﾋﾞｽ提供時間帯：月～金 8 時 30 分～17 時 15 分 

 

６.サービス提供の内容 

（1）サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成 

利用者の居宅等で面談を行い、利用者の心身状況、その置かれている環境等を把握

した上で、適切な保健、医療、福祉、就労支援、教育等のサービス（以下、「福祉サ

ービス等」という。）が、総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス

等利用計画・障害児支援利用計画を作成します。 

＜サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成の流れ＞ 

①相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及び家族等に面接して、利

用者及び家族の置かれている状況、利用者の希望する生活、解決すべき課題等を把

握します。 

②利用者の日常生活全般を支援する観点から、利用者又は障害児の保護者によるサ

ービスの選択に資するよう、地域における指定障害福祉サービス事業者、指定障害

児通所支援事業者、指定一般相談支援事業者に加え、地域住民による自発的な活動

によるサービス等も含めて、そのサービスの内容、利用料等の情報を適正に提供し

ます。 

③利用者及びその家族に面接して、利用者の心身の状況、その置かれている環境及

び日常生活全般の状況等を確認し、利用者の希望する生活や利用者が自立した日常

生活を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等の把握を行います。 

④把握した課題等に対応するための最も適切な福祉サービス等の組合せについて検

討し、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な援助の方針、生活全般の

解決すべき課題、提供される福祉サービス等の目標及びその達成時期、福祉サービ

ス等の種類等を記載したサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案を作成

し、利用者又は障害児の保護者に交付します。 

⑤支給決定等が行われた後に、支給決定等の内容を踏まえて変更を行ったサービス

等利用計画又は障害児支援利用計画の原案に位置付けた福祉サービス等の担当者を

招集してサービス担当者会議を開催し、計画の原案の内容を説明するともに、担当

者から、専門的な見地からの意見を求めます。 

⑥担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス等利用計画又は障害児支援

利用計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利
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用者又は障害児の保護者の同意を得た上で、サービス等利用計画又は障害児支援利

用計画を完成し、利用者及び障害児の保護者並びに福祉サービス等の担当者に交付

します。 

 

 

 

（2）サービス等利用計画・障害児支援利用計画のモニタリングを実施します。 

計画の実施状況の把握 

及び計画の変更等 

利用者及びその家族、福祉サービス等の事業者との連絡を継続

的に行いつつ、作成したサービス等利用計画又は障害児支援利

用計画の実施状況を把握し、必要に応じて計画の変更、関係者

との調整を行います。また、新たな支給決定等が必要であると

認められる場合には、利用者又は障害児の保護者に対し、支給

決定等に係る申請の勧奨を行います。 

入所施設等への紹介 

又は地域生活への移行

に係る情報提供 

利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難となった

場合又は利用者が指定障害者支援施設、指定障害児入所施設若

しくは精神科病院への入所又は入院を希望する場合は、入所施

設等への紹介を行います。また、入所施設等から退所又は退院

しようとする利用者又はその家族から依頼があった場合には、

居宅における生活へ円滑に移行できるよう援助します。 

（3）サービスの利用に関する留意事項 

①サービス提供を行う相談支援専門員 

サービス提供時に、担当の相談支援専門員を決定します。担当の相談支援専門員が

交替する場合は、予め利用者に説明するとともに、利用者及びその家族等に対して

サービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮します。 

利用者から特定の相談支援専門員を指名することはできませんが、相談支援専門員

ついてお気づきの点やご要望がありましたら、ご利用相談窓口等にご遠慮なく相談

ください。 

 

７.利用料金 

（1）相談支援利用料 

 厚生労働大臣が定める基準額を支給決定市町村より代理受領します。なお、代理 

受領した利用料の額については、利用者に交付します。 

詳しくは（別紙）計画相談支援事業・障害児相談支援事業における利用料金をご

参照ください。 

※障害福祉サービス等報酬改定による報酬・基準の見直しがあった場合及び事業

所の配置基準等の変更による給付費の変更があった場合は、（別紙）計画相談支援

事業・障害児相談支援事業における利用料金を改訂しますが、障害福祉サービス

等報酬改定による報酬・基準の見直し後、事業所の配置基準等の変更による給付

費変更後の利用料金の内容については、代理受領の通知をご確認ください。 
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８.利用者の記録及び情報の管理等 

（１）事業者は法令に基づいて、利用者の記録及び情報を適切に管理し、利用者の

求めに応じてその内容を開示します。保存期間は、サービスを提供した日か

ら５年間です。 

    （開示に際して必要な複写料などの諸費用は、利用者の負担となります。） 

※閲覧、複写ができる窓口業務時間は午前 8 時 30 分～午後５時 15 分です。 

但し、事前に連絡をお願いいたします。 

 

９.虐待の防止について 

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、障害者虐待の防止、 

障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成 23 年 6 月 24/月法律第 79 

号）及び「障害者（児）施設における虐待の防止について」（平成 17 年 10 月 

20 日障発第 1020001 号厚生労働省社会援護局障害保健福祉部長通知）に準じ 

た取扱いをするとともに、下記の対策を講じます。 

① 虐待防止に関する責任者を選定しています。 

 

② 成

年後見制度の利用を支援します。 

③ 苦情解決体制を整備しています。 

④ 従業者に対する虐待防止を啓発･普及するための研修を実施しています。 

⑤ 虐待防止委員会の設置 

 

10.秘密の保持と個人情報の保護について 

①利用者及び

その家族に

関する秘密

の保持につ

いて 

 

事業者は、利用者及び家族等の個人情報について「個人情報の保護

に関する法律」及び厚生労働省が策定した「福祉関係事業者におけ

る個人情報の適正な取扱いのためのガイドライン」を遵守し、適切

な取り扱いに努めるものとします。 

○ 事業者及び事業者の使用する者（以下「職員」という。）は、サ

ービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正

当な理由なく、第三者に漏らしません。 

○ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了し

た後においても継続します。（契約終了後 5 年間保管） 

○ 事業者は、職員に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を

保持させるため、職員である期間及び職員でなくなった後にお

いても、その秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内

容とします。 

②個人情報の

保護につい

て 

○ 事業者は、利用者からあらかじめ文書で同意を得ない限り、サ

ービス担当者会議等で使用する等、他の障害福祉サービス事業

者等に、利用者等の個人情報を提供しません。また利用者の家

族の個人情報についても、当該利用者の家族からあらかじめ文

書で同意を得ない限り、サービス担当者会議で使用する等、他

の福祉サービス事業者等に利用者の家族の個人情報を提供しま

せん。 

虐待防止に関する責任者 管理者：渡辺 順子 
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○ 事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記

録物（紙によるものの他、電磁的記録を含む。）については、善

良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者へ

の漏洩を防止するものとします。 

○ 事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその

内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加また

は削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の

達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。 

 

11.緊急時の対応 

 （1）医療 

 利用者の病状急変等の緊急時には、速やかに医療機関への連絡等を行います。 

※当事業所サービス利用期間中に、医療機関で治療を受けた場合には、当該医療機

関に支払うべき医療費自己負担額については利用者の負担となります。 

 

１2.要望・苦情等申立先及び虐待防止に関する相談窓口 

当事業所 

ご利用相談窓口 

＜窓口担当者＞ 

・苦情受付 敦賀 弘道 

・ご利用時間  ８：30～１７：15 

・電話番号   ０７７６－88－0001 

・Ｆ Ａ Ｘ   ０７７６－63－6621 

担当者が不在の場合は、事業所事務所までお申し出ください。 

＜苦情解決・虐待防止責任者＞ 

・管理者 渡辺 順子 

第三者委員 
豊島 雅惠 

永井 裕子 

福井市役所 

障がい福祉課 

・所 在 地：福井県福井市大手３丁目１０－１ 

・電話番号：０７７６－２０－５４３５ 

福井県 

 社会福祉議会 

運営適正化委員会 

・所 在 地：福井県福井市光陽２丁目３番２２号 

・電話番号：０７７６－２４－２３４７ 

・Ｆ Ａ Ｘ：０７７６－２４－８９４１ 

 

１3.非常災害時の対策 

非常時の対応 別途に定める災害時事業継続計画により対応いたします。 

平時の訓練 年 2 回、避難・防災訓練を実施します。 

防災設備 

・自動火災報知機  有  ・誘 導 灯    有  

・非常通報装置   有  ・消 火 器    有 

（その他、携帯ラジオ・懐中電灯等） 

消防計画 
防火管理者 ： 五島 健一 

※消防計画については、建物所有者と共同で作成します。 
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事故発生時の対応 

利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合

は、福井市、利用者の家族、関係機関等に連絡を行うとと

もに、必要な措置を講じます。 

また、利用者に対するサービス提供により、賠償すべき事

故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

保険加入 

事故・災害に備えて、損害賠償保険に加入しています。 

加入保険会社名：あいおい損保保険 

加入保険内容：賠償責任保険 

１4.当事業所ご利用の際に留意いただく事項 

当事業所において、事業所設備その他をご利用いただくにあたって 

以下の点にご注意下さい。   

  ①利用者が事業所設備について故意的又は、重大な過失により滅失、破損、汚     

   損もしくは、変更した場合には自己の費用により原状に復していただきます。 

②他の利用者又は、障害福祉サービス従事者に対し迷惑を及ぼす様な暴力・ 

ケンカ、宗教活動、政治活動、営利活動を禁止します。 

③障害福祉サービスの実施及び安全衛生等の管理上の必要が有ると認められ 

る場合は、事業者及び従事者が利用者の居室に立ち入り、必要な措置をと 

る事を認めるものとします。但し、その場合、利用者のプライバシー等の 

保護について十分な配慮をするものとします。 
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（別紙）計画相談支援事業・障害児相談支援事業における利用料金 

基本サービス単位数表（福井市の１単位の単価は 10.18） 

計画相談支援給付費 単位数 利用料 利用者負担額 

サービス利用

支援費 

（1）機能強化型サービス利用支援費（Ⅰ） 
2,014 単位/月 

18.975 円/

月 
0 円 

（2）機能強化型サービス利用支援費（Ⅱ） 
1,914 単位/月 

17.957 円/

月 

0 円 

（3）機能強化型サービス利用支援費（Ⅲ） 
1,822 単位/月 

17.020 円/

月 

0 円 

（4）機能強化型サービス利用支援費（Ⅳ） 
1,672 単位/月 

16.511 円/

月 

0 円 

（5）サービス利用支援費（Ⅰ） 
1,572 単位/月 

15.493 円/

月 

0 円 

（6）サービス利用支援費（Ⅱ） 732 単位/月 7.451 円/月 0 円 

継続サービス

利用支援費 

（1）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅰ） 
1,761 単位/月 

16.420 円/

月 

0 円 

（2）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅱ） 
1,661 単位/月 

15.293 円/

月 

0 円 

（3）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅲ） 
1,558 単位/月 

14.353 円/

月 

0 円 

（4）機能強化型継続サービス利用支援費（Ⅳ） 
1,406 単位/月 

13.844 円/

月 

0 円 

（5）継続サービス利用支援費（Ⅰ） 
1,308 単位/月 

12.826 円/

月 

0 円 

（6）継続サービス利用支援費（Ⅱ） 606 単位/月 6.169 円/月 0 円 

 

 

障害児相談支援給付費 単位数 利用料 利用者負担額 

障害児支援

利用援助費 

（1）機能強化型障害児支援援助費（Ⅰ） 2,201 単位/月  20.634 円/月  0 円 

（2）機能強化型障害児支援援助費（Ⅱ） 2,101 単位/月 19.616 円/月 0 円 

（3）機能強化型障害児支援援助費（Ⅲ） 2,016 単位/月 18.751 円/月 0 円 

（4）機能強化型障害児支援援助費（Ⅳ） 1,866 単位/月 18.242 円/月 0 円 

（5）障害児支援利用援助費（Ⅰ） 1,766 単位/月 17224 円/月 0 円 

（6）障害児支援利用援助費（Ⅱ） 815 単位/月 8.296 円/月 0 円 

継続障害児

支援利用援

（1）機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅰ） 1,896 単位/月 17550 円/月 0 円 

（2）機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅱ） 1,796 単位/月 16.532 円/月 0 円 
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助費 （3）機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅲ） 1,699 単位/月 15.544 円/月 0 円 

（4）機能強化型継続障害児支援利用援助費（Ⅳ） 1,548 単位/月 15.025 円/月 0 円 

（5）継続障害児支援利用援助費（Ⅰ） 1,448 単位/月 14.007 円/月 0 円 

（6）継続障害児支援利用援助費（Ⅱ） 662 単位/月 6739 円/月 0 円 

 

 

 

 

 

加算単位数表（福井市の１単位の単価は 10.18） 

加算 単位数 利用料 
利用者 
負担額 

行動障害支援体制加算 
（Ⅰ） 

○強度行動障害者養成研修（実践研修）を修了し

た相談支援専門員を事業所に配置した上で、その

旨を公表しており、当該相談支援専門員により、

強度行動障害児者（障害支援区分 3 かつ行動関連

項目等の合計点数が 10 点以上ある者）に対して

現に指定計画相談支援を行っている場合 

60 単位/月 356 円/月 0 円 

行動障害支援体制加算 
（Ⅱ） 

○強度行動障害者養成研修（実践研修）を修了し

た相談支援専門員を事業所に配置した上で、その

旨を公表している場合 
30 単位/月 305 円/月 0 円 

精神障害者支援体制加算 
（Ⅰ） 

○地域生活支援事業による精神障害者の障害特性

及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了

した相談支援専門員を事業所に配置した上で、そ

の旨を公表している場合 

○利用者が通院する病院等における看護師（精神

障害者の支援に関する一定の研修を修了した者に

限る。）又は精神保健福祉士と連携する体制が構築

されており、かつ、相談支援専門員により、精神

障害者に対して現に指定計画相談支援を行ってい

る場合 

60 単位/月 610 円/月 0 円 

精神障害者支援体制加算 
（Ⅱ） 

○地域生活支援事業による精神障害者の障害特性

及びこれに応じた支援技法等に関する研修を修了

した相談支援専門員を事業所に配置した上で、そ

の旨を公表している場合 

30 単位/月 305 円/月 0 円 

要医療児者支援体制加算 
（Ⅰ） 

○医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修

了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、

その旨を公表しており、かつ相談支援専門員によ

り、医療的ケア児者に対して現に指定計画相談支

援を行っている場合 

60 単位/月 610 円/月 0 円 

要医療児者支援体制加算 
（Ⅱ） 

○医療的ケア児等コーディネーター養成研修を修

了した相談支援専門員を事業所に配置した上で、

その旨を公表している場合 

30 単位/月 305 円/月 0 円 

ピアサポート体制加算 

○障害者ピアサポート研修の基礎研修及び専門研

修を修了し、 

（ア）障害者または障害者であったと市町村が認

める者であって、相談支援専門員又はその他指定

計画（障害児）相談支援に従事する者。 

（イ）管理者、相談支援専門員又はその他指定計

画（障害児）相談支援に従事する者をそれぞれ常

勤換算で 0.5 以上配置している事業所であって、

障害者に対する配慮等に関する研修が年1回以上

行われている場合 

100 単位/月  1.018 円/月 0 円 

主任相談支援専門員配置加算
（Ⅰ） 

○地域の相談支援の中核的な役割を担う特定相談

支援事業所であって、主任相談支援専門員を当該

事業所に配置した上で、当該主任相談支援専門員

が、当該事業所の従業者及びその他の相談支援事

業所の従業者に対し、その資質の向上のための指

導・助言を実施している場合 

300 単位/月 3,054 円/月 0 円 
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主任相談支援専門員配置加算

（Ⅱ） 

○主任相談支援専門員を事業所に配置した上で、

当該主任相談支援専門員が、当該事業所の従業者

に対し、その資質の向上のために研修を実施した

場合 

100 単位/月 1,018 円/月 0 円 

初回加算 

新規にサービス等利用計画（障害児支援利用計画）

を作成する場合。 

障害福祉サービスを利用する月の前6か月間おい

て障害福祉サービス及び地域相談支援を利用して

いない場合。 

契約日から計画案を交付した日までの期間が3ヵ

月を超える場合であって、3 ヵ月が経過する日以

降に月 2 回以上、利用者居宅に訪問し面接を行っ

た場合。 

計画相談支援 

300 単位/月 

障害児相談支援

500 単位/月 

 

3.054 円/月 

 

5.090 円/月 

0 円 

 

0 円 

入院時情報連携加算 

（Ⅰ）（Ⅱ） 

（Ⅰ）相談支援対象者が病院等に入院するにあた

り、医療機関に出向いて、当該医療機関の職員と

面談し、情報を提供した場合 

（Ⅱ）（Ⅰ）以外の方法により情報を提供した場

合 

対象者 1 人につき 1 月に 1 回 

（Ⅰ） 
300 単位/月 

（Ⅱ） 
100 単位/月 

（Ⅰ） 
3,054 円/月 

（Ⅱ） 
1,018 円/月 

0 円 

退院・退所加算 

入院、入所していた利用者が退院、退所し、障害

福祉サービス等を利用する場合に、当該職員から

必要な情報提供を受け、サービス等利用計画を作

成し、利用調整を行い、支給決定を受けた場合 

300 単位/月 
3,054 円/月 

3 回分を限度 
0 円 

（計画相談） 

居宅介護支援事業所等連携加算 

 

①月に 2 回以上、利用者の居宅等を訪問し、利用

者及び家族に面接する場合（テレビ電話装置等を

活用して面接した場合を含む。ただし、月に 1 回

は利用者の居宅等を訪問し、面接することを要す

る。） 

②他機関の主催する利用者の支援の検討等を行う

会議に参加した場合 

③他機関との連携に当たり、利用者の心身の状況

等の必要な情報を提供する場合（単位数の変更の

み） 

①② 
300 単位/月 

③ 
150 単位/月 

 

①② 
3,054 円月 

③ 
1,527 円/月 

 

0 円 

（障害児相談） 

保育･教育等移行支援加算 

①同上 

②同上 

③同上 

①② 
300 単位/月 

③ 
150 単位/月 

①② 
3,054 円月 

③ 
1,527 円/月 

0 円 

医療･保育･教育機関等連携加算 

①福祉サービス等提供機関の職員等と面談又は会

議を行い、利用者に関する必要な情報提供を受け

た上で、以下を行った場合 

Ⅰ 指定サービス利用支援 

Ⅱ 指定継続サービス利用支援 

②利用者が病院等に通院するに当たり、病院等を

訪問し、当該病院等の職員に対して、利用者の心

身の状況、生活環境等の利用に係る必要な情報を

提供した場合（算定回数については、月 3 回、同

一の病院等については月 1 回を限度とする。） 

③福祉サービス等提供機関からの求めに応じて、

福祉サービス等提供機関に対して利用者に関する

必要な情報を提供した場合（病院及び訪問看護の

事業所、それ以外の福祉サービス等提供機関それ

ぞれで月 1 回を限度とする。） 

①-Ⅱ ② 
300 単位/月 

①-Ⅰ 
200 単位/月 

③ 
150 単位/月 

①-Ⅱ ② 
3,054 円/月 

①-Ⅰ 
2,036 円/月 

③ 

1,527 円/月 

0 円 

サービス担当者会議実施加算 

継続サービス利用支援の実施時において、利用者

の面接することに加えて、福祉サービス等の担当

者を招集してサービス担当者会議を開催し、サー

ビスと利用計画の変更その他必要な便宜の提供を

検討した場合。 

100/月 1.018 円 0 円 

集中支援加算 

（訪問・会議開催・会議参加） 

利用の求めに応じ、月 2 回以上、自宅等で福祉サ

ービス等に関する相談・面談等を行った場合。 

関係支援者が参加する会議を開催し、支援方法等

を検討した場合。 

関係機関が主催する会議に参加した場合。 

300/月 3.054 円 0 円 

サービス提供時モニタリング加

算 

サービスの提供状況を確認し、サービスの提供状

況について把握し、記録を作成した場合。 
100/月 1.018 円 0 円 
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地域生活支援拠点等相談強化加

算 

緊急時に支援が必要な場合に、要請に応じて指定

短期入所事業者に対して当該要支援者に関する必

要な情報提供及び指定短期入所の利用に関する調

整を行った場合。 
700/月 7.126 円 0 円 

地域体制強化共同支援加算 

支援が困難な利用者に対して、福祉サービスを提

供する事業者の職員等が、会議による情報共有及

び支援内容を検討し、在宅・地域生活等において

必要な説明及び指導を共同で実施するとともに、

地域課題を整理し自立支援協議会等に報告を行っ

た場合。 

2000/月 20360 円 0 円 

利用者負担上限額管理加算 

利用者負担額合計額の管理を行った場合に算定 

150/月 
1,527 円/

月 

152

円/月 

 

（事業所） 

  当事業所は、          様に対するサービス提供にあたり、 

上記のとおり重要事項について、 

あすわ相談支援事業所リアン従事者        が説明いたしました。 

 

 
                 所在地 福井県福井市米松2丁目6番28号   

 

                 名 称  あすわ相談支援事業所 リアン                

 

                 管理者  渡辺 順子            ○印   

 

 

説明者（従事者）         事業所  あすわ相談支援事業所 リアン                

 

氏  名                ○印   

 

 

（利用者） 

私は、本書面に基づいて、 従事者           から 

上記、重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 

 令和  年  月  日 

 

           住 所                          
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           氏 名                           ○印   

 

（説明同席者） 

 私は、利用者本人            と同席し、 

上記、重要事項の説明を受けたことを確認します。 

 
           住 所                          

 

 

           氏 名                            ○印   
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指定計画相談支援・指定障害児相談支援  

あすわ相談支援事業所 リアン 利用契約書 

 

            様（以下「利用者」という。）と指定特定相談支援事業所及び指

定障害児相談支援事業所 あすわ相談支援事業所リアン（以下「事業者」という。）

は、利用者が事業者から提供される指定計画相談支援及び指定障害児相談支援サ

ービスを受け、それに対する利用料金を支払うことについて、次のとおり契約（以

下「本契約」という。）を締結します。 

 

（契約の目的） 

第 1 条 本契約は、利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生

活又は社会生活を営むことができるよう、事業者が利用者に対して必要な障

害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法

に基づく指定特定相談支援及び指定障害児相談支援サービスを適切に提供す

る事を定めます。 

 

（契約期間） 

第 2 条 本契約の契約期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日としま

す。 

２ 契約満了の 7日前までに保護者から事業者に対して、文章により契約終

了の申し出がない場合、かつ利用者の計画相談支援給付費又は障害児相談支

援給付費の支給期間終了後に改めて支給決定された場合、契約は更新される

ものとします。（満了日は設けず） 

 

（サービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成） 

第 3 条 事業者は、相談支援専門員にサービス等利用計画又は障害児支援利用

計画（以下、「サービス等利用計画」という。）の作成に関する業務を担当さ

せるものとします。 

２ 相談支援専門員は、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面

接して利用者及び家族の置かれている状況、利用者が希望する生活、解決

すべき課題等を把握します。 

３ 相談支援専門員は、サービス等利用計画の作成の開始にあたっては、当

該地域における指定障害福祉サービス事業者等に関するサービスの内容、

利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対して提供して、利用者に

サービスの選択を求めるものとします。 

４ 相談支援専門員は、利用者の日常生活全般を支援する観点から、利用者
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又は障害児の保護者によるサービスの選択に資するよう、地域における指

定障害福祉サービス事業者、指定障害児通所支援事業者、指定一般相談支

援事業者に加え、地域住民による自発的な活動によるサービス等も含め

て、そのサービスの内容、利用等の情報を適正に提供します。 

５ 相談支援専門員は、利用者及びその家族に面接して、利用者の心身の状

況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等を確認し、利用者の

希望する生活や利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援す

る上で解決すべき課題等の把握を行います。 

６ 相談支援専門員は、把握した課題等に対応するための最も適切な福祉サ

ービス等の組合せについて検討し、利用者及びその家族の生活に対する意

向、総合的な援助の方針、生活全般の解決すべき課題、提供される福祉サ

ービス等の目標及びその達成時期、福祉サービス等の種類等を記載したサ

ービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案を作成し、利用者又は障

害児の保護者に交付します。 

７ 相談支援専門員は、支給決定等が行われた後に、支給決定等の内容を踏ま

えて変更を行ったサービス等利用計画又は障害児支援利用計画の原案に位置

付けた福祉サービス等の担当者を招集してサービス担当者会議を開催し、計

画の原案の内容を説明するとともに、担当者から、専門的な見地からの意見

を求めます。 

８ 相談支援専門員は、担当者から専門的な見地からの意見を求めたサービス

等利用計画又は障害児支援利用計画の原案の内容について利用者又はその家

族に対して説明し、文書により利用者又は障害児の保護者の同意を得た上

で、サービス等利用計画又は障害児支援計画を完成し、利用者及び障害児の

保護者並びに福祉サービス等の担当者に交付します。 

 

（サービス等利用計画作成後のサービス等利用計画実施状況の把握） 

第 4 条 相談支援専門員は、サービス等利用計画作成後において、次の各号に

定める実施状況の把握（以下、「モニタリング」という。）を行うものとします。 

 （1）利用者及びその家族、福祉サービス等の事業を行う者等との連絡を継続的

に行うこととし、障害福祉サービス受給者証に記載のモニタリング期間ごと

に、利用者の居宅等を訪問し、利用者等と面接するほか、その結果の記録を

行います。 

 （2）必要に応じてサービス等利用計画の変更、福祉サービス等の事業を行う者

等との連絡調整その他の便宜の提供を行うとともに、新たな支給決定又は地

域相談支援給付決定に係る申請の勧奨を行います。 
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（サービス等利用計画の変更） 

第 5 条 利用者がサービス等利用計画の変更を希望した場合、または事業者が

サービス等利用計画の変更が必要と判断した場合は、事業者と利用者双方の

合意に基づき、サービス等利用計画を変更します。 

 

（利用者負担額に係る管理） 

第 6 条 事業者は、指定計画相談支援を提供している計画相談支援対象障害者

等が当該指定計画相談支援と同一の月に受けた指定障害福祉サービス等につ

き利用者負担額合計額を算定します。この場合において、事業者は、利用者負

担額合計額を市町村に報告するとともに、当該計画相談支援対象障害者等に

対し指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通

知します。 

 

（障害者支援施設への紹介又は地域生活への移行に係る情報提供） 

第 7 条 事業者は、利用者がその居宅において日常生活を営むことが困難とな

った場合又は利用者が指定障害者支援施設、指定障害児入所施設若しくは精

神病院への入所又は入院を希望する場合は、入所施設等への紹介を行います。

また、入所施設等から退所又は退院しようとする利用者又はその家族から依

頼があった場合には、居宅における生活へ円滑に移行できるよう援助します。 

 

（利用者負担額及び実費負担額） 

第 8 条 事業者の提供する指定計画相談支援等に関する利用料金について、事

業者が法律の規定に基づいて、市町村からサービス利用料金に相当する給付

を受領する場合（法定代理受領）は、利用者の自己負担はありません。 

 但し、事業者が介護給付費額の代理受領を行わない場合は、重要事項説明書に

定める金額を事業者に対し、いったん支払うものとします。 

 

（事業者の基本的義務） 

第 9 条 利用者がその有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会

生活を営むことができるよう、必要な指定計画相談支援等を適切に行います。 

２ 事業者は、利用者の意思と人格を尊重し、常に利用者の立場にたって、指

定計画相談支援等を提供します。 

 

（事業者の具体的義務） 

第１０条 （安全配慮義務） 事業者は、指定計画相談支援等の提供にあたっ

て、利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。 
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２（説明義務）事業者は、本契約に基づく内容について、利用者等の質問等に

対して適切に説明します。 

３（守秘義務）事業者及び相談支援専門員は、本契約による指定計画相談支援

等を提供するにあたって知り得た利用者や家族等の秘密について、正当な理

由がある場合を除き第三者に開示することはありません。 

４（記録保存整備義務） 事業者は、指定計画相談支援等の提供に関する記録

を整備し、提供日から 5年間保存します。事業者の窓口業務時間（毎週月

曜日～金曜日 ８時 30分～17時 15分）に自分の記録を見ることができ

ますし、実費を負担してコピーすることができます。 

 

（虐待の防止のための措置） 

第１１条 本事業所では、利用者に対する虐待を早期に発見して迅速かつ適切な

対応を図るため、次の措置を講じています。 

(１) 虐待の防止に関する責任者の選定 

(２) 成年後見制度の利用支援 

(３)  苦情解決体制の整備 

(４) 従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

(５) 虐待防止委員会の設置   

 

（事故と損害賠償） 

第１２条 事業者は、指定計画相談支援等の提供によって事故が生じた場合に

は、速やかに都道府県、市町村、利用者等の家族等に連絡して必要な措置を

講じます。 

２ 事業者は、指定計画相談支援等を提供するにあたって、事業者の責任と認

められる事由によって利用者に損害を与えた場合には、速やかに利用者の損

害を賠償します。 

 

（契約の終了事由） 

第１３条 本契約は、以下の各号に基づく契約の終了が生じた場合に終了する

ものとします。 

  （1）利用者が死亡した場合 

（2）事業者が解散命令を受けた場合、破産した場合又はやむを得ない事由によ

り事業所を閉鎖した場合 

  （3）事業者が指定を取り消された場合又は指定を辞退した場合 

（4）第１３条から第１５条に基づき本契約が解約又は解除された場合 
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（利用者からの中途解約） 

第１４条 利用者は、本契約の有効期間中、本契約を解約することができます。

この場合には、利用者は契約終了を希望する日の 1 カ月前までに事業者に

通知するものとします。ただし、利用者が入院した場合等、正当な理由があ

る場合には即時に解約することができます。 

 

（利用者からの契約解除） 

第１５条 利用者は、事業者もしくは相談支援専門員が以下の事項に該当する

行為を行った場合には、ただちに本契約を解除することができます。 

 （1）事業者もしくは相談支援専門員が正当な理由なく本契約に定める相談支

援を実施しない場合 

  （2）事業者もしくは相談支援専門員が第１０条１項から４項に定める義務に

違反した場合 

 （3）事業者もしくは相談支援専門員が故意又は過失により利用者もしくはそ

の家族等の生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約

を継続しがたい重大な事情が認められる場合 

 

（事業者からの契約解除） 

第１６条 事業者は、利用者が以下の事項に該当する場合には本契約を解除す

ることができます。 

 （1）利用者が、故意又は重大な過失により事業者もしくは相談支援専門員の

生命・身体・財物・信用を傷つけることなどによって、本契約を継続しが

たい重大な事情を生じさせ、その状況の改善が見込めない場合 

 （2）利用者が通常の事業の実施地域外に転居した場合 

 

（苦情解決） 

第１７条 利用者は、本契約に基づく指定計画相談支援等に関して、いつでも重

要事項説明書に記載されている苦情受付窓口に苦情を申し立てることがで

きます。 

２ 利用者は、本契約に基づく指定計画相談支援等に関して、重要事項説明

書に記載された第三者委員に苦情を申し立てることもできますし、運営適

正化委員会に苦情を申し立てることもできます。 

 

（協議事項） 

第１８条 本契約に定められていない事項について問題が生じた場合には、事

業者は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び
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児童福祉法その他諸法令の定めるところに従い、利用者と誠意をもって協

議するものとします。 

 

（その他） 

第１９条 国の法律が変わった場合には、その法律内容に準じます。 

 

上記の契約を証するため、本書 2通を作成し、利用者、事業者が記名捺印のう

え、各 1通を保有するものとします。 
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令和  年  月  日 

              

事業者 住 所  福井市栂野町２０－７ 

                 事業 者 名  社会福祉法人 足羽福祉会 

                 代表者氏名  理 事 長  髙 村  昌 裕  

                  

              

利用者 住 所 

                 氏 名               印 

 

             同席者 住 所                

                  氏 名               印 

 

                 （※利用者本人との続

柄：            ） 

 

             ※利用者が 20歳以上でも同席者欄にご記入をお願いしま

す。  
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 個人情報に関する基本方針        

  

 
社会福祉法人 足羽福祉会（以下、「当会」という）は、以下の方針に基づき、個

人情報の保護に努めます。 

  

１ 当会は、個人の人格尊重の理念のもとに、関係法令等を遵守し、実施するあらゆる

事業において、個人情報を慎重に取り扱います。 

 

２ 当会は、個人情報を適法かつ適正な方法で取得します。 

 

３ 当会は、個人情報の利用目的をできる限り特定するとともに、その利用目的の範囲

でのみ個人情報を利用します。 

 

４ 当会は、あらかじめ明示した範囲及び法令等の規定に基づく場合を除いて、個人情

報を事前に本人の同意を得ることなく外部に提供しません。 

 

５ 当会は、個人情報を正確な状態に保つとともに、漏えい、滅失、き損などを防止す

るため、適切な措置を講じます。 

 

６ 当会は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・追加・削除・利用停止を求

める権利を有していることを確認し、これらの申出があった場合には速やかに対応

します。 

 

７ 当会は、個人情報の取扱いに関する苦情があったときは、適切かつ速やかに対応し

ます。 

 

８ 当会は、個人情報を保護するために適切な管理体制を講じるとともに、役職員の個

人情報保護に関する意識啓発に努めます。 

 

９ 当会は、この方針を実行するため、個人情報保護規程を定め、これを当会役職員に

周知徹底し、確実に実施します。 

 

                       平成 17年 4月 1日 
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個人情報使用同意書 

私（及び私の家族）の個人情報の利用については、下記により必要最小限の範囲内で使用する

ことに同意いたします。 

記 

１．使用目的 

（１） 事業者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関連する法令

に基づき、私に行うサービスを円滑に実施するため、サービス担当者会議又は私が利用す

る他の障害福祉サービス事業者等と情報の共有が必要な場合に使用する。 

（２） 上記（1）の外、障害福祉サービス事業者等との連絡調整のために必要な場合 

（３） 私が体調等を崩し又はケガ等で病院へ行った際に、医師・看護師等に説明する場合 

（４） 私への福祉サービスを提供する上で、他の保健・福祉・教育機関・医療サービス事業者や

相談支援事業者等との連携が必要な場合 

（５） 就職活動等に伴う情報提供や情報の共有が必要な場合 

（６） 福祉サービスの向上を目的としたケース検討・研究等 

（７） 社会福祉実習への協力 

（８） その他、私に係る管理運営業務等 

（９） 社会福祉及び福祉サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

（１０） 外部監査機関への情報提供 

２．個人情報を提供する事業所等 

（１） 利用調整等が必要な障害福祉サービス事業者等 

（２） 保健・福祉・教育・医療サービス事業者・行政機関（委託を含む）や相談支援事業者等 

（３） 職業安定所・障害者職業センター・就労先である企業や就職・実習希望する企業等 

（４） 事業所受け入れの実習生等 

（５） 賠償責任保険等に係る専門の機関や保険会社等 

（６） 民生委員等、上記以外にも個人情報の提供が必要であると判断した事業所等 

３．使用する期間 

当事業所との利用契約期間 

４．使用に当たっての条件 

（１） 個人情報の提供は、上記１に記載する目的の範囲内で必要最小限に留め、情報提供の際に

は関係者以外には決して漏れることのないよう細心の注意を払うこと。 

（２） 事業者は、個人情報を使用した会議の内容、参加者等について記録しておくこと。 

令和  年  月  日 

社会福祉法人 足羽福祉会 

理事長 髙村 昌裕 様 

（利用者）住所 

    氏名                 印 

（利用者代理人）住所 

続柄 

     氏名                 印 

（家族代表者）住所 

続柄 
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     氏名                 印 


